
 

令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務請負契約書（案） 

 

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省農産局長 〇〇 〇〇（以下「甲」という。）と〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇（以下「乙」という。）は、令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカ

ロイド）の濃度分析業務（以下「当該業務」という。）の実施に関し、次のとおり請負契約を締結する。 

 

 （契約の目的） 

第１条 乙は、別添「令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務仕様書」（以

下「仕様書」という。）及び以下の条項に定める、当該業務を行うものとする。 

 （契約の履行及び指示） 

第２条 乙は、本契約に関し、甲の指示に従い誠実に履行するものとする。 

 （再委託の禁止） 

第３条 乙は、第三者に当該業務を委託し、又は請け負わせることはできない。 

 （契約の期間） 

第４条 本契約の期間は、契約締結日から令和９年３月19日（金）までとする。 

 （請負単価） 

第５条 本契約における当該業務に係る１試料当たりの単価は、〇〇〇,〇〇〇円（消費税及び地方消費

税を含む。税抜〇〇,〇〇〇円）とする。 

  なお、上記請負単価には、本契約書及び仕様書に規定する当該業務に係る経費等一切を含むものと

する。 

 （契約保証金） 

第６条 会計法（昭和22年法律第35号）第29条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及

び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「令」という。）第100条の３第３号の規定に基づき免除する。 

 （試料の引渡し） 

第７条 甲又は甲が指定する者は、乙に対して当該業務に用いる試料（以下「分析試料」という。）を送

付するものとする。また、乙は、引渡しを受けた分析試料に添付された分析試料送付書（様式１）によ

り分析試料の確認を行うとともに、分析試料整理簿（様式２）を作成し甲に報告しなければならない。 

 （業務の実施） 

第８条 乙は、前条により試料の引渡しを受けたときは、速やかに当該業務を実施しなければならない。 

 （報告書） 

第９条 乙は、当該業務の結果について、令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分

析業務報告書（様式３。以下「報告書」という。）を作成し、報告期限までに甲に報告しなければなら

ない。 

２ 乙は、甲から報告書についての質問をされたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。 

 （試料等の廃棄） 

第10条 乙は、当該業務に用いた試薬等を、関係法令を遵守して、適正かつ確実に廃棄するものとする。 

２ 乙は、当該業務の試料を仕様書で定めるところにより保管するものとし、当該試料に係る廃棄計画

書（様式４）を報告期限までに甲に提出するものとする。なお、甲の確認を受けた後に、同計画書に従

い廃棄するものとする。なお、乙は、産業廃棄物の最終処分が完了した後、産業廃棄物管理票の写し等

の処分完了を証する書類を、速やかに甲に提出しなければならない。 



 （報告書の検収） 

第12条 乙は、報告書の提出に際し、甲の命じた職員が行う会計法第29条の11第２項に基づく給付の完

了の確認に必要な検査（以下「検収」という。）を受けなければならない。 

 （業務経費の請求及び支払） 

第13条 乙は、検収に合格した後に、業務経費請求書（様式５。以下「請求書」という。）により、食料

安定供給特別会計官署支出官農林水産省農産局長（以下「官署支出官」という。）に対し、第５条で定

める請負単価に当該業務で測定を実施した試料点数を乗じて得た額を請求するものとする。 

２ 官署支出官は、乙から適法な請求書の提出を受けたときは、これを受理した日から起算して30日以

内の期間（以下「約定期間」という。）に乙に対し業務経費を支払うものとする。 

３ 官署支出官が、約定期間内に業務経費を支払わない場合は、約定期間の翌日から支払の日までの日

数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和24年12月12日大蔵

省告示第991号）により計算した金額を乙に遅延利息として支払うものとする。 

  なお、天災地変等のやむを得ない事由により約定期間内に支払が行われない場合は、当該事由が継

続する期間は、遅延利息を支払う日数に算入しない。 

 （過受金の返納） 

第14条 乙は、前条により支払を受けた金額について過受金があった場合は、当該過受金を遅滞なく甲

に返納しなければならない。 

２ 前項の過受金は、官署支出官又は食料安定供給特別会計歳入徴収官農林水産省農産局長（以下「歳

入徴収官」という。）が発行する納入告知書により、納付しなければならない。 

 （危険負担） 

第15条 当該業務の実施中に、当該業務を原因として生じた事故による損害は、乙の負担とする。 

 （守秘義務） 

第16条 乙は、本契約に関し知り得た一切の事項を他に漏らしてはならない。 

 （権利義務の譲渡等） 

第17条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、信用保証協会法（昭和28年法律第196号）第６条に基づき設立された信用保証協

会、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３項に規定する特定目的会社、信託

業法（平成16年法律第154号）第２条第２項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和

25年政令第350号）第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限り

でない。 

２ 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲

渡を行い、甲に対して民法（明治29年法律第89号）第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関す

る民法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法｣という。）第４条第２

項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対

象債権金額と相殺するその他一切の抗弁権を保留する。 

３ 前項の場合において、譲受人が甲に対して民法第467条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する

通知又は承諾の依頼を行った場合についても、同様とする。 

４ 第１項ただし書に基づき乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、

甲が令第42条の２の規定に基づき、センター支出官（令第40条第１項の規定により、同項第２号に掲



げる事務を委任された職員をいう。）に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 

 （催告による契約の解除） 

第18条 甲は、乙が本契約に基づく義務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。た

だし、その期間を経過した時における本契約に基づく義務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 （催告によらない契約の解除） 

第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の催告をすることなく、本契約の解除を

することができる。この場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責めを負わない。 

一 正当な理由により、乙が本契約の解除を申し出たとき。 

二 乙が本契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると甲が認めたとき。 

三 本契約に基づく義務の履行に関し乙に不正行為があったとき。 

四 本契約に基づく義務の全部の履行が不能であるとき。 

五 第１号に定めるもののほか、乙が本契約に基づく義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示

したとき。 

六 本契約に基づく義務の一部の履行が不能である場合又は乙が本契約に基づく義務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること

ができないとき。 

七 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本

契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したと

き。 

八 前各号に定めるもののほか、乙が本契約に基づく義務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契

約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

２ 甲は次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の催告をすることなく、本契約の一部の解除を

することができる。この場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責めを負わない。 

一 正当な理由により、乙が本契約の解除を申し出たとき。 

二 乙が本契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると甲が認めたとき。 

三 本契約に基づく義務の履行に関し乙に不正行為があったとき。 

四 本契約に基づく義務の一部の履行が不能であるとき。 

五 第１号に定めるもののほか、乙が本契約に基づく義務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

したとき。 

 （甲の責めに帰すべき事由による契約の解除） 

第20条 本契約に基づく義務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二

条の規定による契約の解除をすることができない。  

 （談合等の不正行為に係る契約の解除） 

第21条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部の解除

をすることができる。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人である場合にあっては、その役

員又は使用人を含む。以下同じ。）に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８条の２（同法第８条第１号

又は第２号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。）の規定による排除措置命令を行ったとき、



同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規

定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第

89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による犯罪の容疑により公訴を提起されたとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号のいずれかに該当した場合には、速やかに、当

該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 （談合等の不正行為に係る違約金） 

第22条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は

一部の解除をするか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定

する期日までに支払わなければならない。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２の規定による排

除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項の規定による課徴金

納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

四 乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは

第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契

約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として、歳入徴

収官が指定する期日までに支払わなければならない。 

一 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用が

あるとき。 

二 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者である

ことが明らかになったとき。 

三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、既に甲に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲が

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 （属性要件に基づく契約の解除） 

第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の解除をすることがで

きる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は

代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

るとき。 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しく



は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 （行為要件に基づく契約の解除） 

第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、本契

約の解除をすることができる。 

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 （表明確約） 

第25条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しない

ことを確約する。 

 （違約金） 

第26条 乙は、第19条、第20条、第24条又は第25条の規定により本契約の全部又は一部の解除をされた場

合は、違約金を甲に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金の額は、甲が認定するものとし、乙は、当該違約金を歳入徴収官が発行する納入告知

書により甲に納付するものとする。 

 （損害賠償） 

第27条 前条に定めるもののほか、乙が、本契約の義務の本旨に従った履行をしない場合又は本契約に

基づく義務の履行が不能である場合で、甲に損害を及ぼしたときには、甲の認定する損害額を甲に賠

償しなければならない。この場合において、損害賠償金は、歳入徴収官の発行する納入告知書により

納付するものとする。ただし、乙が善良なる管理者の注意を怠らなかったことを立証したときは、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求することができる場合において、甲は、次のいずれかに該当する

場合には、本契約に基づく義務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 

一 本契約に基づく義務の履行が不能であるとき。 

二 乙が本契約に基づく義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 本契約に基づく義務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 

 （不当介入に関する通報・報告） 

第28条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当

要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、速やか

に不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 （延滞金） 

第29条 乙が、甲に納付すべき過受金、違約金及び損害賠償金（以下「元本」という。）について、官署

支出官又は歳入徴収官が発行する納入告知書の納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌

日から納付の日までの日数に応じ、当該元本に対して民法第404条第４項に規定する各期における法定

利率を乗じて計算した額を、延滞金として甲に納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、過受金の受領又は損害の発生について、乙に故意又は重大な過失がある

場合は、甲に納付すべき過受金にあってはその過受金の支払を受けた日から納付の日までの日数に応

じ、損害賠償金にあっては損害発生の日から納付の日までの日数に応じ、民法第404条第４項に規定す



る各期における法定利率を乗じて計算した額を延滞金として歳入徴収官又は官署支出官に納付しなけ

ればならない。 

３ 前二項の延滞金は、元本と同時に納付しなければならない（官署支出官が発行する納入告知書によ

って過受金の返納が行われる場合を除く。）。 

４ 歳入徴収官は、乙が納付した額が元本とその延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金に充当

し、次いで当該元本に充当するものとする。 

５ 乙は、前項によって生じた元本の未納額については、歳入徴収官又は官署支出官の発行する納付書

により納付しなければならない。 

 （期限の特則） 

第30条 本契約に定める期限が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１項各号

に掲げる休日に該当する場合には、その翌日をもって当該期限とする。 

 （協力義務） 

第31条 乙は、甲が必要があると認めて乙に対して当該業務の進捗状況の照会、迅速な測定業務又は報

告の要請をしたときは、甲に協力するものとする。 

 （報告等） 

第32条 乙は、甲が本契約の履行に関し当該業務及び財産の状況について報告を求め、甲の指示する職

員に、倉庫、事務所その他の事業所において、設備、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者

に質問させる場合において、報告をし、事業所における調査を受忍し、又は質問に応じなければなら

ないものとする。 

 （使用者の責任） 

第33条 本契約中、乙の責任を要件とする事項について、乙とあるのは、乙の被用者を含むものとする。 

 （契約の改定） 

第34条 本契約を改定する必要があると甲が認めたときは、甲乙協議の上、改定することができるもの

とする。 

 （法令の補充適用） 

第35条 本契約に定めのない事項については、法令の規定によるものとする。 

 （協議） 

第36条 本契約及び法令に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （紛争等の解決） 

第37条 本契約に関して甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が誠意ある協議を

行い、その解決を図るものとする。 

（合意管轄） 

第38条 本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。 

 

 

本契約成立の証として、本書２通を作成し、記名押印の上、甲乙各々その１通を保有するものとする。 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

甲  東京都千代田区霞が関１-２-１ 

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 

農林水産省農産局長            〇〇 〇〇  印 

 

 

乙  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇                〇〇 〇〇  印 

  



様式１

令和　年　月　日

〇〇〇〇〇〇〇〇　殿

住所

請負者名

代表者役職及び氏名

試料番号 産地 銘柄 試料重量(g) 備考

0

（注）本葉は、試料に同梱して送付すること。

記

分　析　試　料　送　付　書

　農林水産省農産局農産政策部貿易業務課からの指示に基づき、令和８年度輸入小麦中のカビ

毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務に係る分析試料を、下記のとおり送付します。



様式２

令和　年　月　日

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官

農林水産省農産局長　殿

住所

請負者名

代表者役職及び氏名

試料番号 試料名 受領日 試料重量(g) 備考

0

分　析　試　料　整　理　簿

　令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務請負契約書第７条に基づ

き、分析試料を以下のとおり受領し、下記のとおり整理しましたので、報告します。

記



様式３ 

 

令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務報告書 

令和   年  月  日 

 

 食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 

 農林水産省農産局長 殿 

 

住所 

請負者名 

代表者役職及び氏名 

          

 

令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務請負契約書第９条に基づき、分析結

果を下記の通り報告する。 

 

記 

 

１．使用機器及び試薬等リスト（様式３－１） 

 

２．分析の習熟度の検証結果（様式３－２） 

 

３．分析試料の濃度分析結果（様式３－３） 

 

 

（以下添付資料） 

４．検量線の一例 

 

５．代表的なクロマトグラム 

 

６．試料均質化法を変更した場合の確認方法（実施した場合のみ） 

 

 

 

 

  



様式３－１

１．使用機器

高速液体クロマトグラフタンデム型質量分析計（LC-MS/MS）

送液ポンプ

脱気装置

カラム恒温槽

オートサンプラー

データ処理装置

タンデム型質量分析計

窒素ガス発生装置

ロータリーポンプ

試験管ミキサー

窒素吹付濃縮装置

化学天秤

遠心分離機

純水製造装置（使用した場合）

冷凍庫

振盪機

超音波洗浄機

※　本業務において使用した機器の型式及びメーカー名をそれぞれ記入すること。

請負者名

担当者名

使用機器及び試薬等リスト



アセトニトリル

メタノール

L(＋)-アスコルビン酸

炭酸アンモニウム

窒素ガス

純水（購入した場合）

全量ピペットもしくはマイクロピペット

三角フラスコ

メスシリンダー

パスツールピペット

丸底遠沈管

全量フラスコ

遠心チューブ

ディスク型メンブランフィルター

ディスポーザブルシリンジ

LC-MS/MS用バイアル

LC-MS/MS用バイアルキャップ

※　本業務において使用した試薬等（品番、グレード、メーカー、素材等）をそれぞれ記入すること。

２．使用試薬等



Ergocornine　　エルゴコルニン

Ergocorninine　エルゴコルニニン

Ergocristine　　エルゴクリスチン

Ergocristinine　エルゴクリスチニン

α-Ergocryptine　αエルゴクリプチン

α-Ergocryptinine　αエルゴクリプチニン

Ergometrine　　エルゴメトリン

Ergometrinine　エルゴメトリニン

Ergosine　　　エルゴシン

Ergosinine　　エルゴシニン

Ergotamine　　エルゴタミン

Ergotaminine　エルゴタミニン

※　標準物質の入手先、純度、保存方法（温度）、保存期間をそれぞれ記入すること。

　　標準溶液を用いた場合は、入手先、調製日、溶解溶媒、保存方法（温度）、保存期間を記入すること。

３．使用標準物質



様式３－２

令和 年 月 日

請負者名

担当者名

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

検出下限（S/N比）

定量下限（S/N比）

２．ブランク試料の分析結果

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

1

３．添加回収率の結果（定量下限相当濃度） 

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

1

2

3

4

5

6

４．添加回収率の結果（定量下限20倍相当濃度）

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

1

2

3

4

5

6

分析値についてはμg/kg単位 、小数点第1位までとする。

検出下限以上で定量下限未満の場合は（）書きとし、検出下限未満の場合は「＜検出下限」を記載する。

分析バッチ 実施日
添加回収率 （％）

平均値

分析バッチ 実施日
添加回収率 （％）

添加回収試験は同一日に実施しても良い。添加回収率については、小数点第1位まで記載する。

RSDr

平均値

RSDr

添加回収試験は同一日に実施しても良い。 添加回収率については、小数点第1位まで記載する。

分析の習熟度の検証結果

分析バッチ 実施日
分析値 （μg/kg）

S/N比

１．検出下限値、定量下限値におけるS/N比（分析結果を得られた時のデータで算出）

実施日 項目

検出下限で3以上、定量下限で10以上であることを確認する。



様式３－３

令和 年 月 日

請負者名

担当者名

１．分析試料の分析結果

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

分析試料の濃度分析結果

試料番号 実施日
分析値 （μg/kg）

分析値についてはμg/kg単位 、小数点第1位までとする。

検出下限以上で定量下限未満の場合は（）書きとし、検出下限未満の場合は「＜検出下限」を記載する。



２．Procedural Recoveryのブランク試料の分析結果

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

1

2

3

4

5

３．Procedural Recoveryの添加回収率の結果（定量下限相当濃度） 

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

1

2

3

4

5

４．Procedural Recoveryの添加回収率の結果（定量下限20倍相当濃度）

Ergocornine Ergocorninine Ergocristine Ergocristinine α-Ergocryptine α-Ergocryptinine Ergometrine Ergometrinine Ergosine Ergosinine Ergotamine Ergotaminine

1

2

3

4

5

〇添付資料について

　「検量線の一例」および「代表的なクロマトグラム」

　　※１ 「検量線の一例」は、プロット図と回帰式および相関係数を含む。

　　※２ 「代表的なクロマトグラム」は、標準溶液及び定量限界の20倍相当の添加回収を必須とし、ブランク試料及び麦角アルカロイド含有試料についても添付すること。

　　※３ 添付方法は、エクセルもしくはワードに画像貼り付けし、図に対する説明を付すこと。

〇その他

　「試料混合法を変更した場合の確認試験」を実施した場合は、使用した混合機種、混合方法（混合時間含む）、分析対象分子種、分析結果及び評価基準に対する判定等を含む報告（様式は指定せず）すること。

冷凍庫内温度 　　年　月　日～　　　年　月　日

５．保管温度実測記録

保管期間（初回試料受領日から分析終了日） 設定温度（℃） 最高温度（℃） 最低温度（℃） 平均温度（℃）

添加回収率については、小数点第1位まで記載する。

分析バッチ 実施日
添加回収率 （％）

分析バッチ 実施日
添加回収率 （％）

添加回収率については、小数点第1位まで記載する。

実施日
分析値 （μg/kg）

分析値についてはμg/kg単位 、小数点第1位までとする。

検出下限以上で定量下限未満の場合は（）書きとし、検出下限未満の場合は「＜検出下限」を記載する。

分析バッチ



様式４

令和　年　月　日

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官

農林水産省農産局長 　殿

住所

事業者名

代表者役職及び氏名

試料番号
受領した

試料重量(g)

分析に供した

試料重量(g)

廃棄予定

試料重量(g)

廃棄予定

年月日
備考

0 0 0 0

※最終処分完了後、産業廃棄物管理票等の証明書類を提出すること。

廃 棄 計 画 書

　令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務請負契約書第10条第２項の規

定に基づき、下記のとおり試料を廃棄するので計画書を提出します。

記



様式５ 

業 務 経 費 請 求 書 

令和 年 月 日 

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 

農林水産省農産局長 殿 

 

住所 

請負者名 

代表者役職及び氏名 

適格請求書発行事業者登録番号 

 

令和８年度輸入小麦中のカビ毒（麦角アルカロイド）の濃度分析業務請負契約書第12条の規定に基づ

き、下記のとおり請負金額を請求します。 

 

記 

 

請求金額  〇,〇〇〇,〇〇〇円 

 

(内訳) 

 ① 請負金額（税抜額） 〇〇,〇〇〇円 

 ② 試料点数 〇〇点 

 ③ 本体額（①×②） 〇〇〇,〇〇〇円 

 ④ 消費税（③×10%） 〇,〇〇〇円 

 ⑤ 合計額（③＋④） 〇〇〇,〇〇〇円 

 

 


